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山
梨
県
規
則
第
六
十
二
号

山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
戸
専
用
の
炊
事
設
備
、
入
浴
設
備
、
便
所
及
び
冷
暖
房
設
備
を
有
す
る

独
身
寮
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
基
準
額
は
、
同
表
に
定
め
る
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
基

準
額
に
二
百
十
五
円
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
千
二
百
五
十
円
」

を
「
二
千
四
百
十
円
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

構
造
経
過
年
数

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
入
居
料
の
基
準
額

延
面
積
が

延
面
積
が

延
面
積
が

延
面
積
が

延
面
積
が

五
五
平
方

五
五
平
方

七
〇
平
方

八
〇
平
方

一
〇
〇
平

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

方
メ
ー
ト

未
満
の
場

以
上
七
〇

以
上
八
〇

以
上
一
〇

ル
以
上
の

合

平
方
メ
ー

平
方
メ
ー

〇
平
方
メ

場
合

ト
ル
未
満

ト
ル
未
満

ー
ト
ル
未

の
場
合

の
場
合

満
の
場
合

木
造
五
年
以
内
の
も
の

三
三
〇
円

四
一
四
円

五
〇
八
円

六
〇
五
円

七
六
九
円

五
年
を
超
え
一
〇
年
以

二
二
四
円

二
八
二
円

三
五
七
円

四
二
六
円

五
四
三
円

内
の
も
の

一
〇
年
を
超
え
二
〇
年

一
六
一
円

二
〇
七
円

二
六
八
円

三
二
〇
円

四
〇
九
円

以
内
の
も
の

二
〇
年
を
超
え
三
〇
年

八
二
円

一
〇
三
円

一
四
七
円

一
七
六
円

二
一
七
円

以
内
の
も
の

三
〇
年
を
超
え
る
も
の

四
七
円

五
〇
円

六
五
円

七
一
円

九
八
円

組
積
五
年
以
内
の
も
の

三
三
〇
円

四
一
四
円

五
〇
八
円

六
〇
五
円

七
六
九
円

造

五
年
を
超
え
一
〇
年
以

二
五
八
円

三
二
五
円

四
〇
六
円

四
八
四
円

六
一
六
円

内
の
も
の

一
〇
年
を
超
え
二
〇
年

二
〇
〇
円

二
五
五
円

三
二
五
円

三
八
七
円

四
九
三
円

以
内
の
も
の

二
〇
年
を
超
え
三
〇
年

一
三
四
円

一
七
二
円

二
二
九
円

二
七
四
円

三
五
〇
円

以
内
の
も
の

三
〇
年
を
超
え
る
も
の

九
八
円

一
二
八
円

一
七
九
円

二
一
五
円

二
七
四
円

鉄
骨
五
年
以
内
の
も
の

三
三
〇
円

四
一
四
円

五
〇
八
円

六
〇
五
円

七
六
九
円

鉄
筋

コ
ン
五
年
を
超
え
一
〇
年
以

二
七
六
円

三
四
七
円

四
三
一
円

五
一
四
円

六
五
四
円

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

十
二
月
二
十
二
日

号
外
第
七
十
四
号

木　曜　日



ク
リ
内
の
も
の

ー
ト

造
及
一
〇
年
を
超
え
二
〇
年

二
三
三
円

二
九
五
円

三
七
一
円

四
四
二
円

五
六
三
円

び
鉄
以
内
の
も
の

筋
コ

ン
ク
二
〇
年
を
超
え
三
〇
年

一
七
三
円

二
二
一
円

二
八
七
円

三
四
二
円

四
三
六
円

リ
ー
以
内
の
も
の

ト
造

三
〇
年
を
超
え
四
〇
年

一
三
六
円

一
七
六
円

二
三
五
円

二
八
一
円

三
五
九
円

以
内
の
も
の

四
〇
年
を
超
え
五
〇
年

一
一
四
円

一
四
九
円

二
〇
三
円

二
四
三
円

三
一
一
円

以
内
の
も
の

五
〇
年
を
超
え
る
も
の

七
九
円

一
〇
五
円

一
五
三
円

一
八
四
円

二
三
六
円

備
考一

　
改
築
、
移
築
、
買
収
及
び
借
受
け
に
よ
り
設
置
し
た
宿
舎
に
つ
い
て
は
、
新
築
後
の
経
過
相

当
の
年
数
を
も
つ
て
経
過
年
数
と
す
る
。

二
　
「
延
面
積
」
と
は
、
宿
舎
の
う
ち
家
屋
又
は
家
屋
の
部
分
の
延
面
積
を
い
う
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
有
料
宿
舎
の
入
居

料
の
月
額
（
自
動
車
の
保
管
場
所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
有
料
宿

舎
の
入
居
料
の
月
額
（
以
下
「
改
正
後
の
入
居
料
の
月
額
」
と
い
う
。）
が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

前
の
山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
有
料
宿
舎

の
入
居
料
の
月
額
（
以
下
「
改
正
前
の
入
居
料
の
月
額
」
と
い
う
。）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
改
正

後
の
入
居
料
の
月
額
か
ら
当
該
超
え
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額
（
そ
の
額

に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
有
料
宿
舎
の
入

居
料
の
月
額
は
、
改
正
後
の
入
居
料
の
月
額
が
改
正
前
の
入
居
料
の
月
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

改
正
前
の
入
居
料
の
月
額
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
三
号

山
梨
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
大
学
学
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
の
表
中
「
─
五
十
人
」
を
「
─
百
人
」
に
、「
二
百
五
十
人
」
を
「
四
百
人
」
に
、

「
二
百
十
人
」
を
「
二
百
六
十
人
」
に
、「
八
百
四
十
人
」
を
「
千
四
十
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
大
学
創
立
記
念
日
」
を
「
大
学
創
立
記
念
日
　
五
月
二
十
四
日
」

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
　
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
に
よ
る
高
等
学

校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
規
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入

学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格

し
た
者
を
含
む
。）

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条

の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
四
号

山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
卒
業
証
書
を
」
の
下
に
「
授
与
し
、
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
科
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
短
期
大
学
士
の
学
位
を
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
表
を
加
え
る
。

学
　
　
　
　
科

学
　
　
　
　
　
位
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
種
　
　
　
　
　
類

国
　

文

科

短
期
大
学
士
（
国
文
学
）

幼

児

教

育

科

短
期
大
学
士
（
幼
児
教
育
学
）

生

活

科

学

科

短
期
大
学
士
（
生
活
科
学
）

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

二



国

際

教

養

科

短
期
大
学
士
（
国
際
教
養
）

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
五
号

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
六
号

山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
、
要
保
護
者
の
扶
養
義
務
者
に
つ
き
調
査
を
依
頼
す
る
と
き
は
第
三
十
号
様
式
に
よ
り
」

を
削
り
、「
第
三
十
一
号
様
式
」
を
「
第
三
十
号
様
式
」
に
、「
第
三
十
二
号
様
式
」
を
「
第
三
十
一

号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
扶
養
照
会
書
）

第
八
条
の
二

法
第
四
条
第
二
項
の
扶
養
義
務
者
の
扶
養
の
可
否
を
確
認
す
る
た
め
に
要
保
護
者
の
扶

養
義
務
者
に
対
し
扶
養
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
照
会
す
る
と
き
の
扶
養
照
会
書
は
、
第
三
十
二
号
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
又
は
社
会
福
祉
法
人
」
を
「
、
社
会
福
祉
法
人
又
は
日
本
赤
十
字
社
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
調
書
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

五

第
二
十
三
号
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

六

第32号様式（第８条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

八

山
梨
県
規
則
第
六
十
七
号

山
梨
県
立
看
護
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
看
護
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
看
護
大
学
短
期
大
学
部
学
則
（
平
成
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
卒
業
証
書
」
の
下
に
「
及
び
短
期
大
学
士
（
看
護
学
）
の
学
位
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
八
号

文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、「
第

七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
八
号
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

十
七
号
の
十
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
第
十
号
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
高
山
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
高
山
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
号
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、「
第
六
十
九
条
第

一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
九
号

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
五
第
一
号
ハ
¡4
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
」
に
改



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

九

め
、
同
号
ハ

中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、「
第
六
十
九
条
第
一
項
」

を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

四
号
ニ
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
公
団
等
」
を
「
公
共
的
団
体
」
に
改
め
、
同
条
中
「
公
団
等
」
を
「
公
共
的

団
体
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
か
ら
第
九

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
九
十
九
条
第
一

項
」
を
「
第
百
八
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十

五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ホ
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
」
に
、

「
第
七
十
五
条
」
を
「
第
百
二
十
条
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に

改
め
る
。

第
六
条
第
六
号
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
公
団
等
」
を
「
公
共
的
団
体
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
三
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
三
　
　
井
　
　
弘
　
　
之

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程

（
給
料
月
額
の
特
例
）

第
一
条

平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
期
間
」

と
い
う
。）
に
お
け
る
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局

管
理
規
程
第
四
号
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条

例
第
三
十
九
号
）」
と
あ
る
の
は
、「（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）、
山
梨
県
職
員

等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
百
五
号
）」
と
す
る
。

（
管
理
職
手
当
の
額
の
特
例
）

第
二
条

特
例
期
間
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
第

五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
か
ら
、
当
該
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号

山
梨
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
三
　
　
井
　
　
弘
　
　
之

山
梨
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
千
二
百
五
十
円
」
を
「
二
千
四
百
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
一
に
」

を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
五
号
様
式
」
を
「
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企

業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
第
二
十
九
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
）

構
造
経
過
年
数

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
入
居
料
の
基
準
額

延
面
積
が

延
面
積
が

延
面
積
が

延
面
積
が

延
面
積
が

五
五
平
方

五
五
平
方

七
〇
平
方

八
〇
平
方

一
〇
〇
平

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

方
メ
ー
ト

未
満
の
場

以
上
七
〇

以
上
八
〇

以
上
一
〇

ル
以
上
の

合

平
方
メ
ー

平
方
メ
ー

〇
平
方
メ

場
合

ト
ル
未
満

ト
ル
未
満

ー
ト
ル
未

の
場
合

の
場
合

満
の
場
合

木
造
五
年
以
内
の
も
の

三
三
〇
円

四
一
四
円

五
〇
八
円

六
〇
五
円

七
六
九
円

™1



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

一
〇

五
年
を
超
え
一
〇
年
以

二
二
四
円

二
八
二
円

三
五
七
円

四
二
六
円

五
四
三
円

内
の
も
の

一
〇
年
を
超
え
二
〇
年

一
六
一
円

二
〇
七
円

二
六
八
円

三
二
〇
円

四
〇
九
円

以
内
の
も
の

二
〇
年
を
超
え
三
〇
年

八
二
円

一
〇
三
円

一
四
七
円

一
七
六
円

二
一
七
円

以
内
の
も
の

三
〇
年
を
超
え
る
も
の

四
七
円

五
〇
円

六
五
円

七
一
円

九
八
円

組
積
五
年
以
内
の
も
の

三
三
〇
円

四
一
四
円

五
〇
八
円

六
〇
五
円

七
六
九
円

造

五
年
を
超
え
一
〇
年
以

二
五
八
円

三
二
五
円

四
〇
六
円

四
八
四
円

六
一
六
円

内
の
も
の

一
〇
年
を
超
え
二
〇
年

二
〇
〇
円

二
五
五
円

三
二
五
円

三
八
七
円

四
九
三
円

以
内
の
も
の

二
〇
年
を
超
え
三
〇
年

一
三
四
円

一
七
二
円

二
二
九
円

二
七
四
円

三
五
〇
円

以
内
の
も
の

三
〇
年
を
超
え
る
も
の

九
八
円

一
二
八
円

一
七
九
円

二
一
五
円

二
七
四
円

鉄
骨
五
年
以
内
の
も
の

三
三
〇
円

四
一
四
円

五
〇
八
円

六
〇
五
円

七
六
九
円

鉄
筋

コ
ン
五
年
を
超
え
一
〇
年
以

二
七
六
円

三
四
七
円

四
三
一
円

五
一
四
円

六
五
四
円

ク
リ
内
の
も
の

ー
ト

造
及
一
〇
年
を
超
え
二
〇
年

二
三
三
円

二
九
五
円

三
七
一
円

四
四
二
円

五
六
三
円

び
鉄
以
内
の
も
の

筋
コ

ン
ク
二
〇
年
を
超
え
三
〇
年

一
七
三
円

二
二
一
円

二
八
七
円

三
四
二
円

四
三
六
円

リ
ー
以
内
の
も
の

ト
造

三
〇
年
を
超
え
四
〇
年

一
三
六
円

一
七
六
円

二
三
五
円

二
八
一
円

三
五
九
円

以
内
の
も
の

四
〇
年
を
超
え
五
〇
年

一
一
四
円

一
四
九
円

二
〇
三
円

二
四
三
円

三
一
一
円

以
内
の
も
の

五
〇
年
を
超
え
る
も
の

七
九
円

一
〇
五
円

一
五
三
円

一
八
四
円

二
三
六
円

備
考一

　
改
築
、
移
築
、
買
収
及
び
借
受
け
に
よ
り
設
置
し
た
宿
舎
に
つ
い
て
は
、
新
築
後
の
経
過
相

当
の
年
数
を
も
つ
て
経
過
年
数
と
す
る
。

二
　
「
延
面
積
」
と
は
、
宿
舎
の
う
ち
家
屋
又
は
家
屋
の
部
分
の
延
面
積
を
い
う
。

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式

削
除

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
入
居
料
の
月
額

（
自
動
車
保
管
場
所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨

県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
第
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
入
居
料
の
月
額

（
以
下
「
改
正
後
の
入
居
料
の
月
額
」
と
い
う
。）
が
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
企
業
局

宿
舎
管
理
規
程
第
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
入
居
料
の
月
額
を
超
え
る
　

場
合
に
は
、
改
正
後
の
入
居
料
の
月
額
か
ら
当
該
超
え
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し

た
金
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。


